
 

 

2021年度 公益社団法人日本栄養士会 定時総会 

開催通知 

 

2021年6月1日 

 

代議員・会員各位 

公益社団法人日本栄養士会 

会  長 中村 丁次 

 

 

日 時 2021年 6月 27日(日) 午後 1時から午後 5時まで 

場 所 日本栄養士会の事務所会場（東京都港区新橋5-13-5 新橋MCVビル6階。本部会場）と各都道府

県栄養士会の会場（分散会場）とをテレビ会議技術で結んだ連携会場 

構成員 代議員 

総会議題 

第１号議案 2020年度事業報告、貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、財産目録承認の件 

第２号議案 役員報酬承認の件 

第３号議案 名誉会員承認の件 

 

日 程 

6 月 27 日(日) 

11:00～13:00 受  付 

13:00～13:40 開会 

 会長挨拶 

 議長団選出・議事録署名人選出・書記団指名・会議運営委員指名 

 総会成立宣言 

13:40～14:10 第１号議案 2020年度事業報告、貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、  

財産目録承認の件（提案説明・討論・採決） 

14:10～14:30 第２号議案 役員報酬承認の件（提案説明・討論・採決） 

14:30～14:45 第３号議案 名誉会員承認の件（提案説明・討論・採決） 

14:45～15:00 休憩 

15:00～15:30 協議事項  2021年度事業計画、予算について（提案説明） 

15:30～15:40 宣言（案）採択 

15:40～16:55 ①感謝状贈呈 

②東京栄養サミット 2021について 

③Society5.0社会における管理栄養士・栄養士のあり方について 

17:00 閉  会 

  

公益社団法人日本栄養士会 

〒105-0004 

東京都港区新橋5-13-5新橋MCVビル6階 

TEL03-5425-6555FAX03-5425-6554 

https://www.dietitian.or.jp/ 

＊ 日本栄養士会ホームページ おしらせ よ

りログインしてご覧ください。 

2021年度 

公益社団法人日本栄養士会 

定時総会のご案内 

https://www.dietitian.or.jp/


 

【お願い】新型コロナウイルス感染防止に係る定時総会運営上の特別の配慮について 

 

1． 上記議案の内容は「総会資料」（ホームページ会員限定ページに掲載します。代議員には、別途郵

送します。）をご覧ください。 

2． 新型コロナウイルスへの感染機会を可能な限り排除するために、今年度定時総会は、都道府県栄養

士会ごとに設けた会場（分散会場）と日本栄養士会の事務所会場（本部会場）とをテレビ会議技術

を使って結びつける方法により実施します。 

3． 新型コロナウイルスへの感染機会を可能な限り排除するために、分散会場、本部会場を問わず、次

の方法による参加をお願いします。 

代議員は、現出席（テレビ会議技術による分散会場への出席）をすることなく、書面（議決権行

使書）により議決権を行使することができます（定款第 22条第 2項）。書面（議決権行使書）によ

り議決権を行使する代議員は、議決権行使書の提出をお願いします。 

議決権行使書は、2021年 6月 22日（火）までに所属都道府県栄養士会へ提出してください。各

都道府県栄養士会は、代議員の議決権行使書を 2021年 6月 25日（金）午後 5時 45分までに日本

栄養士会に提出してください。 

書面による議決権行使をされた場合でも、総会の様子はテレビ会議技術により参加（視聴）は可

能です。 

なお、書面による議決権の行使の外、代議員は、代理人によって議決権を行使することができま

す（定款第 22条第 1項）。代議員又は代理人は、代理権を証明する書面（委任状）を、所属都道府

県栄養士会をとおして日本栄養士会に提出してください（所属の都道府県栄養士会への提出期限

は 6月 22日（火）です。）。 

 ただし、代理人よる議決権行使の場合、代理人が必ず現出席（テレビ会議技術による分散会場へ

の出席）しなければなりません。また、代理人より議決権を行使する場合、「書面による議決権行

使」はできませんので、ご留意ください。 

４．分散会場からテレビ会議技術により出席（視聴）する場合は、定刻までに所定の会場に到着もしく

は Web会議システムに入室し、受付を済ませてください。 

 

 

※2021年度公益社団法人日本栄養士会 賛助会員会総会につきましては、追ってご連絡いたします。 

 


